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中 小 会社 にお け る コー ポ レー ト ・ガバ ナ ンス

浦 川 章 司

抄 録

本稿 で は、経 営者 は どの よ うに経営 に参 加す べ き もので あ るかを検 討す ると と もに、中小企 業 に お

け る コー ポ レー ト・ガ バナ ンス、 経営 の危 機管 理、 内部 統制 システ ム等 の必要 性 につ いて検 討 す る。
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1は じ め に

筆者は、通信教育部で商法関係の科 目を担当 し

ている。通信教育部で学ぶ学生のほとんどは社会

人である。社会人のうち、会社に勤務 している学

生は、それぞれの職場で種々の法的問題に直面 し

ている。筆者および同 じ科目を担当 している先生

は、学生から種 々の質問を受 けるが、その中で、

同 じ科目を担当 している先生が、商法 ・会社法 に

関する課題を与えられたことがあった。本稿では、

そのうちの一つを簡単 に示 し、問題提起の対象と

したい。

食料品の仕入れ販売をするA会 社(資 本金1億

円、正規の従業員約50人 、株主は従業員 ・取引先

等を含め30名)は 、戦後の経済成長の折 りに設立

され、業界では優良な会社で、利益 も順調 にあげ

ていた。平成15年 、代表取締役社長が病のため代

表取締役社長の座を退いた。取締役会が開催され、

元代表取締役社長の妻Xが 新たに代表取締役社長

に就任 し、Y取 締役が副社長に就任 した。Yは 、

元代表取締役社長の右腕 としてA会 社の経営に参

加 していた人物である。A会 社には、X、Y以 外

に3名 の取締役 と1名 の監査役がいる。Xは 、過

去、一切会社の経営に加わったことはなかった。

X新 社長のもと会社のは関係者は一致団結 し、Y

の指揮のもと、事業経営は順調に動いていた。 し

かし、平成17年 半ばごろから、A会 社の経営にき

しみが出てきた。それは、Xに 会社代表権がある

ものの、会社はYの 指揮の下で遂行 され、XとT

との間に意見の対立が顕著化 した結果である。た

とえば、支店を通 じた取引で、売掛金が回収不能

になったが、Xは この取引先の信用不安を感 じて

いたが、YはXの 意に反 して取引を継続 した結果

である。また、Yが 自らの別会社を設立 し、競業

取引が発覚 したこともあった。 さらに、古参の従

業員による商品の横流 しや、Yの 部下であるZ次

長はA会 社の商品アイテムや取引顧客名簿等に関

する情報を競争会社に漏洩 したなど、元社長時代

には想定できない不祥事が発生 した。 さらに、販

売商 品の産地偽 装につ き、 内部 告発 を うけ、Xは

執行猶 予つ きの罪に問われた。 この産地偽装 もY

の部下 が関与 し、Xは 知 らない ことであ った。

この ような状 況下 で、A会 社 の事 業実績 は悪化

の一途 をた ど り、昔 か らの取 引先 との取 引 も中断

す ると共 に、 資金繰 りも悪化 し、 また、取 引先 か

ら損害 賠償 を請 求 され るにも至 った。 当然、銀行

の返済 も滞 り、 当然 に、Xの 責 任問題 が浮上 して

きた。A会 社 では、将来、Xの 子Bが 後継者 とな

り、上場 を視野 に入 れた経 営を 目指 していた。新

社長 の もと、一 時期 関係者 全員 が一 つにな って事

業遂行 に適進 していたが、 いつの間 にか内紛 が生

じ、優良企業か ら倒産 の憂 き目に会 よ うにな った。

そこで本稿では、経営者はどのような リーダシ ッ

プを とって経 営 に参加 すべ きものであ るか、会 社

法上 か ら検討 したい。 と くに、通例、大会社 や公

開会社 において議論 されてい るコーポ レー ト・ガ

バナ ンス、経 営の危機管理、 内部統 制 システム等

は中小会社 において も同様 に議論 の余地 があ るこ

とを示 したい。

皿 取締役の内部関係における戒律

一10の 戒律

中小株式会社(以 後、中小会社とする)の 取締

役は、 自ら法務、税務、労務等会社のあらゆる業

務を執行 しなければならない。取締役は、その業

務執行につき、義務違反を し、会社 に損害が発生

したならば、その責任を負わなければならない。

具体的に、取締役はどのような義務を負うか、戒

律 として考えてみよう(1>。

q)戒 律1法 令を遵守すること

取締役は、会社 との関係は委任であるので

(会社法330条)、 善管注意義務(民 法644条)お

よび忠実義務(会 社法355条)を 負う。 この法

令遵守義務につき問題となるのは、まず第一に、

どのような義務が内部的義務 として重視 される

のか、つぎに、その義務違反の結果、会社に発
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生 した損害 に対 し取締役が損害賠償の責任を負

うが、最終的に、取締役は外部者(会 社債権者)

に対 しいかなる方法で、かつ、いかなる範囲で

責任を負うかということである。

(2)戒 律2定 款および業務規定を守ること

取締役は、定款および業務規定から生ずる義

務に従わなければならない。 とくに、会社の目

的を遂行 しなければならない。会社の目的は取

締役の行動を拘束する、つま りその権限の制約

である。たとえば、 自動車の販売業者が不動産

取引の権限を有 しないようなことである。取締

役がこの目的の遂行 にあたり、義務違反を し会

社に損失が生ずれば、会社はその責任を追及す

ることができる(会 社法355条 ・423条)。

(3)戒 律3任 用契約を守ること

任用契約(委 任契約)は 、取締役の権限を制

約する性質を有する。たとえば、金融機関から

の借入についての権限を付与する場合に、一・定

額以上の高額な金員の借入は、単独ではできな

いという制約である。通例、任用契約中で、取

締役の権限の範囲が決定 されるので、その範囲

内において取締役の権限の制約があるといえよ

う。業務執行にあた り、取締役がこの任用契約

に違反 し、会社が損害を被 ったならば、損害賠

償の責任が生ずる。

(4)戒 律4株 主(株 主総会)の 指図に従 う

こと

取締役は、業務の執行 については、少な くと

も、それが違法 とならない限度で、株主(株 主

総会)の 指図に反論することは許 される。株主

は自らの意見を固守するならば、取締役はそれ

を実施するか、あるいは、 自らの地位を退 くか

である。取締役が執るべき行動は、辞任は別に、

損害賠償の危険を招 く。たとえば、株主の指図

に反 し、石油や金を購入 しないで、その価格が
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上昇 した場合、 その損失 につ き賠 償 しな ければ

な らない。

株主 の指図 に対 峙す る取締 役 には、二 つの問

題 があ る。 まず、一 つ 目の問題 と して、 当該 指

図は正規 の機 関が発 した ものであ るか。 多数 の

株主 を有 す る会社 にあ っては、 その指図は人 き

な意 義を有す るが、個 々の株主 は何 らの指図権

を有 しない。 唯一人 の株主 が同時 に指図権 を有

す る株主総会 、いわゆ る一・人 会社 においては問

題 はない。 もちろん、一人会 社では、 あ らゆ る

場面 に書 面化 、すなわ ち、記事録 の作成 が不 可

欠 であ る(会 社法318条)。 第二 に問題 とな るの

は、株主 の指図があ った場合 に、 取締役 は、 当

該 指図が法令 または定款 に違反 しないかを調査

しな ければな らない。 た とえば、剰余金 の配 当

につ き指図があ った と して も、 それが会社 の財

産 を弱体化す るようなことであって はな らない。

も し、取締役 がその ような指図を実行 したな ら

ば、 会 社法423条 に よ り損害 賠償 の責 任 を負 う

ことにな る。 同様 に、会社 の 目的 と相違 す る指

図があ った場合 には、 まずは、定款変更 の決議

を してか ら、 指図 に従 って行 動すべきであ る。

(5)戒 律5会 社組織を維持すること

会社組織を維持するということは非常に抽象

的であ り、それ自体、取締役の義務 として捉え

るのではなく、むしろ、経営学上の議論であり、

組織論の範疇の問題であろう。たとえば、50人

の従業員で1億 円の売上をする会社組織 と500

人の従業員で100億 円の売上をするそれとは自

ずと異なって くる。 ここでの議論の対象は、取

締役はいかに会社を組織するかという広い裁量

権 についてである。当然に、取締役にこの裁量

権は委ねられているし、認められなければなら

ない。問題 は、会社組織における権限の分配で

あるが、 リスクを排除することを意図 した組織

を構築することが、取締役の基本的な義務であ

る。 この点については、内部統制 システムの構
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築の問題 として後で議論する。

ドイツ連邦裁判所は、この会社財産に関 して、

典型的な例示 として、信託財産をあげている。

すなわち、会社 に信託財産があれば、それを分

離 して保管 ・管理 しなければならない。従業員

がその財産を利用する場合には、明確な規則を

定めておかなければならない。 この場合 に、任

務解怠があれば会社 に発生 した損害 につき賠償

しなければならない。取締役が組織でなすべき

義務を履行 しておけば、従業員の義務違反に対

し責任を負わないですむが、そうでなければ、

会社 に生 じた損害について責任を負うことにな

る。

(6)戒 律6組 織 を コン トロール(監 督)す

る こと

組織 の コン トロールには二 つあ る。 会社 の組

織 の設定 お よびそれ に伴 う規則 の制定 な らび に

会社 の 目的を遂行 す るために個 々の従業員 に対

す る職務 お よび義務 の指図が組織 の コン トロー

ルの一 つであ り、 その実行 が もう一 つの組織 の

コン トロールであ る。

取締 役が、 組織 お よびその根拠規定 を コン ト

ロールす ることは当然 の義務 であ る。前記 の例

示 か ら、取締役 が信託財産 と会社 固有 の財産 を

区別 しておかねばな らない ことを命 じるだ けで

は足 りない。 つま り、取締 役は個人 的にあ るい

は上 司によ って命令(指 図)を 伝 えてい ること

が確認 できなければな らない。取締役 が これを

いか に実行 す るかは 自身の裁量 に委 ね られてい

る。信託財産 の保管 ・管理 を託 されている者 は、

その職務 を遂行 す るにあた り、取締役 またはそ

の上司か らコ ン トロールを受けるにちがいない。

取締役 が これを慨怠 すれば、会社 か ら責任 を追

及 され る。 この点について も、 内部統 制 システ

ムの問題 と して、 後 に論議 す ることにす る。
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(7)戒 律7会 社の支払能力と財産状況を監

視 ・監督すること

会社は、企業のあらゆる典型的な危険または

当該会社の特有の危険を回避 し、 さらに、その

危険を開示 しなければならない。 とくに、 これ

が問題 とされるのは、会社の資金調達 に際 し、

これに結びつ く危険がある場合である。資金は

企業に循環する血液である。 これが不足すると

貧血をおこす。不足すれば、衰弱 し、倒産 にい

たる。 したがって、会社の財産 に関 して権限を

有する取締役は、支払能力と財産状況 に絶えず

注意を払わな くてはならない。企業の貧血が早

めにわかれば、それだけ早期 に改善することが

可能である。 この支払能力 と財政を一体 として

とらえるのか、あるいは分けて考えるかである。

少な くとも、財産問題が初めに認識 されるはず

である。取締役が財産状況に充分な注意を払わ

ないことになれば、それから生 じる損害につい

て責任を負 う。常に、財産状況に注意を払えば、

救済手段を講 じることができるからである。

(8)戒 律8重 大 な リス クを回避 する こと

① 日常の企業 活動 にお ける リス クに注意

すべ き義務(リ ス ク監視 義務)

企業 家 に リス クのない事 業活動は存在 しな

い。価格上 昇 ・下 落や取 引の相 手方 の倒産 に

対 し誰 も影 響を受 けない者 はいない。取締 役

も しか りであ る。会社 は危 険を担い、 リス ク

が生 じた らそれを克服 してい くであ ろう。 し

か し、 リス クが蓄 積 し、 また は、 資金力 とつ

り合 いの とれない状況 に至 れば、事情 は異 な

る。 リス クの具体化 が会社 を倒 産に至 ら しめ

る状況 になれば、取締 役の義務違反 にな るこ

とは、一・般 に認 め られ るところであ る。取締

役 が事業 活動を展 開す るにあた り、 それ には

どの ような リス クが存在 す るか、あ るいは、

発生す るかを考慮 しな ければな らない。もし、

リス クの具体化 の蓋然性 が高 まれば、 その事
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業を中止 しなければならない。少な くとも、

取締役(会)は 、会社の存続をあやぶむよう

な危機に陥れるような事業展開を早期 に知 る

べき監視 システムを設 ける必要がある。いわ

ゆる内部統制 システムの構築である。

今 日では、人会社において導入することに

なっている内部統制 システムではあるが、拡

人発展 しようとするそれ以外の会社において

も、危険監視 システムの構築 の必要性は否定

できない。取締役の個 々の果たすべき義務の

中に、 リスク防止の義務 も含まれるはずであ

る。

② リスク判断の心構え

業務執行において発生 した リスクにつき、

義務違反 となるリスクとそうでない リスクが

ある。取締役の内部的責任に関 して重要な問

題である。 リスクが具体化 し、損害の発生の

余地が大 きくなればなるほど、損害の大 きさ

も明確化 して くる。 したがって、事業経営に

責任を負う機関の決定が入念 に準備 されなけ

ればならない。取締役は、 リスクに対 してど

こまで準備 しておかなければならないか。 こ

れは、経営判断の原則 とも関連 しているはず

である。

特に以下の諸点がひとつの基準 となろう。

イ リスクを伴 う事業については、適切な

準備がなされたか。

ロ 全体 としての情報を収集 したか。

ハ リスクを削減するためのあらゆる措置

が講 じられたか。

二 生 じうる損害が会社の支払能力 に見合

うものか。

ホ 利益が損失(損 害)と 適切な割合であ

るか。

(9)戒 律9会 社の利益 と取締役個人の利益

の衝突を回避すること

取締役と会社の関係は委任関係にあるので、

取締 役は会社 に対 して善管 注意義務 を負 う。 し

たが って、取締役 はいかな る状況 にあ って も、

会社 の利益 を全力 を もって追 求 し、 自己の利益

を犠牲 に しな けれ ばな らな い(会 社法330条 ・

350条 ・356条)。

⑩ 戒律10取 引等事業経営の決定のために

充分な準備を しておくこと

二 事業および政策決定における取締役の免責

の必要性

以上、取締役が会社の事業遂行 にあた り、負担

しなければならない義務を戒律 という形式で示 し

たが、 これらは取締役には当然の義務である。 し

かるに、取締役 にこれらの戒律を厳格に適用 し、

会社 に損害が生 じたときは、取締役は常にその責

任を負わなければならない。つま り、義務違反を

した取締役に対する責任追求が正当であるのかの

判断につき考慮 しなければならないことは、取締

役に会社の業務執行 につき広範囲な活動余地が認

められなければならないということである。取締

役には、企業家 としての行動および判断が求めら

れ、 これには、事業の リスクを認識することも含

まれ、誤 って中止 した判断および誤 った リスクも

伴 う。 この場合、取締役の責任は発生 しない。義

務違反が問題 になるのは、責任 という意識のもと

に、企業繁栄に注意をはらって した行為を限度 と

し、 これを超えた場合である。企業 リスクを引き

受けるための準備には責任は追及 されない。 この

問題は、企業家 としての裁量が法的カテゴリーと

して存在するかを問うのではな く、その前提条件

は何か、つま り、企業家としての判断はどのよう

なものかということである。

企業家の判断は、法令 または定款の単なる実施

ではな く、企業の目的の実現のための業務執行に

関わるあらゆる処置である。すなわち、契約 自由

のごとく、その取引をどうするか、誰と、いつど

こで、 どのような条件のもとで行 うかという判断

5



近 畿 大 学 短 大 論 集Vol.45,No.1,2012

であ って、事業上 あ るいは企業上 の判 断であ る。

皿 経営判断の原則

一 経営判断の原則の目的

会社の経営者(取 締役)は 、営利を目的とする

会社の経営を委ねられた専門家として、長期的な

視点に立 って全株主にとって最 も利益 になるよう

に職務を遂行すべき善管注意義務および忠実義務

を負っている。 もっとも、事業を営み、利益を上

げるには、時々刻々と変化する諸 々の要素を的確

に把握 し、総合評価 し、短期的 ・長期的な将来予

測を行 った上で、時機を失うことな く経営に判断

を積み重ねて行かなければならない。したがって、

会社の経営の判断には、リスクが伴 うものであり、

取締役に結果責任を負わせたのでは、取締役の活

動を著 しく萎縮 させることや経営判断には専門性

が必要なことから、常に裁判所の介入を認めるこ

とは適切でないというアメリカの判例法上、株主

代表訴訟が多発 したことに対する法理 として形成

発 展 した法原則 が経営判 断 の原 則(Business

JudgmentRule)で ある(2)。

ニ アメ リ力法および日本法における経営判断

の原則

(1)ア メ リ力法上における経営判断の原則

アメリカ法上の経営判断の原則 とは、判例法

上、経営判断を行 うにあたり、取締役が充分な

情報 にもとづき、善意でかつ真摯に当該行為が

会社 に資すると考えたであろうと推測を意義す

ると理解 され、その結果、取締役 ・会社間に利

害対立がな く、取締役が行 う意思決定過程にお

いて、善意かつ充分な資料にもとついて行われ

た経営判断について、後知恵により責任を判断

することは行わないことを意味する。すなわち、

取締役が行 った業務執行 に関 しては、事後的に

裁判所は判断内容の合理性には踏み込むことを

抑制すべきであるとする考え方が経営判断の原

則である(3)。
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(2)日 本法上の経営判断の原則

それに対 し日本法での経営判断の原則は、取

締役の善管注意義務違反の有無を判断基準とし

てとらえられている。すなわち、取締役が業務

執行によって、かりに、結果が悪 く会社に損害

を生 じさせたとしても、取締役が業務執行を行

うにあた り、一・応の要件を充足すれば、取締役

に義務違反 はない。つまり、取締役の責任を問

わないという取締役の免責の道具 として攻撃防

御方法 として把握 される。 このように、今 日で

は、経営判断の原則を取締役の業務執行の意思

決定が裁量の範囲内にあるかどうか、すなわち、

注意義務違反があるかどうかを判断する際の基

準 として理解 される。

三 判例上 における経営判断の原則の意義

(1)野 村謹券事件(東 京地判平成5年9月16

日判例時報1469号25頁)

本件は、初めて経営判断の原則を判決中に示

した。判 旨によれば、取締役の経営判断の当否

が問題 となった場合、取締役であれば、そのと

きどのような経営判断をすべきであったかどう

かをまず考えたうえで、 これとの対比によって

実際に行われた取締役の当否を決定することは

相当ではない。むしろ、裁判所 としては、実際

に行われた取締役の経営判断そのものを対象 と

して、その前提となった事実の認識について不

注意な誤 りがなかったかどうか、また、その事

実 にもとつ く意思決定の過程が通常の企業人 と

して著 しく不合理なものでなかったかどうかと

いう観点か ら審査を行うべきであり、その結果、

前提 となった事実認識 に不注意な誤 りがあ り、

または意思決定の過程が著 しく不合理であった

と認められる場合 には、取締役の経営判断は許

容 される裁量を逸脱 したものとなり、取締役の

善管注意義務または忠実義務 に反するものとな

る。 この判決は、経営判断の原則は、経営判断

そのものの当否を判断するではな く、取締役が
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その採用 した判断の決定過程を問題 にすること

を明らかに した。

(2)セ メダイン事件(東 京地判平成8年2月

8日 資料版商事法務144号111頁)

判決は、前提 となった事実の認識 に重要かつ

不注意な誤 りがな く、意思決定の過程 ・内容が

企業経営者 として特 に不合理 ・不適切なものと

いえない限り、取締役 としての善管注意義務な

い し忠実義務に違反するものではないとして、

判断の中身まで経営判断の原則の適用要件 とし

ている。

(3)り そなホールディング事件(大 阪地判平

成15年9月24日 金融 ・商事判例1177号31

頁)

経営判断の原則について、取締役は、営利を

目的とする会社の経営を委ねられた専門家 とし

て、長期的な視点に立 って全株主にとって最 も

利益 となるように職務を遂行すべき善管注意義

務および忠実義務を負っている。 もっとも、事

業を営み利益を上げるためには、時々刻々変化

する諸 々の要素を的確に把握 して総合評価 し、

短期的 ・長期的な将来予測を行 った上、時期を

失することな く経営判断を積み重ねて行かなけ

ればならないから、専門家である取締役には、

その職務を遂行するにあたり、広い裁量が与え

られているものといわなければならない。 した

がって、取締役 に対 し、過去の経営上の措置が

善管注意義務および忠実義務に違反するとして

その責任を追求するためには、その経営上の措

置を執 った時点において、取締役の判断の前提

となった事実の認識 に重要かつ不注意な誤 りが

あったか、あるいは、その意思決定の過程 ・内

容が企業経営者 として特 に不合理、不適切なも

のであったことを要するものと解するのが相当

であるとして、経営判断の原則の内容は、取締

役が下 した経営の意思決定の内容の当否 もその

対象 としている㈲。

これらの裁判例およびその後の裁判例からみ

て、 日本の経営判断の原則の最大公約数は、取

締役が業務の意思決定を行 った過程、決定 した

理由等、その決定 した時点において、その判断

の前提となった事業の認識の重要かつ不注意な

誤 りがな く、その意思決定の内容が企業経営者

として不合理、不適切なものといえない場合に

は、か りに、結果として会社 に損害をもたらし

たとしても、それは取締役に認められた裁量の

範囲にあるものとされ、そのように判断された

場合は、取締役に善管注意義務 ・忠実義務違反

となるべき任務解怠はないとするところにある(5)。

四 中小会社における経営判断の原則の必要性

発生

経営判断の原則は、取締役の職務執行の結果、

会社 に損害が発生 したとしても、取締役が誠実に

その職務を執行 していれば、その責任は問われな

いとするものである。その理由として、 まず、取

締役の積極的 ・挑戦的な経営の促進があげられる。

企業はその目的を遂行するために、取締役が責任

を意識 して、その職務の遂行が萎縮 してはならな

いはずである。つぎに、取締役の経営判断につき、

裁判官が介入することは必ず しも適切でないこと

が指摘 される。 さらに、大規模会社 にあっては、

所有 と経営が分離 しているので、株主は取締役に

経営を委任 した以上、株主 も一定の リスクを負う

べきであって、会社経営につき損失を招いた取締

役を信任できな くなったならば、再任 しなければ

よいことなどがあげられる(6)。

他方、中小会社においては、株主は大 して多 く

な く、所有 と経営は分離 していない。だが企業は

日々拡大発展 して行 くものであるが、経営者が積

極的にその職務を遂行するためには、 自由な経営

判断が求められる。確かに、所有と経営が分離 し

ている大会社や公開会社での経営判断の原則の適

用条件がそのまま中小会社においてそのまま妥当
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するかは疑問である。たとえば、必要な情報ある

いは資料の収集、 さらには会社 との利害関係の有

無など厳格に解釈することが正当視 されるか検討

の余地がある。中小会社の取締役は、 自ら法務、

税務、労務等会社のあらゆる業務を執行 しなけれ

ばならない。その結果、会社に損失が生 じ内紛が

発生 し、責任追及へと発展 した場合に、その責任

追及は必ず しも正鵠を得たものとはいえない。 こ

の内部紛争を回避する有効な手続 きとして経営判

断の原則が有用 と考えられよう。

IVコ ーポ レー ト・ガバナ ンス と内部統制 システ

ム

ー コーポ レー ト・ガバナ ンス

株 式会 社の経 営 にもっとも利害 関係 を有す るの

が、 その所有者 であ る株主 であ る。 この株主 が経

営者 の行動 を規律 す るのが、本来 的に言 うコー ポ

レー ト・ガバナ ンスであ る。 つま り、 その意 図は

企業価値 の最大化 をめ ざ し、 イ ノベー シ ョンを起

こ し、雇用 を創設 し、最 終的には、経済 を成長 さ

せ るところにあ る。

この ように考 えれば、今 日、 その意義 は、経 営

者(取 締役)と 株主 との関係 を越 え、株主以外 に、

投資 家、従業員、 消費者、取 引先、金融機 関、地

域、行政 とい うステー クホルダーの利益 を もとに

会社 は経 営 され るぺきであ るとす る企業規律 にあ

る(7)。

しか し、 この コーポ レー ト・ガバナ ンスの議論

は、企業不祥事 の未然 防止(コ ンプライア ンス)

や内部統 制の問題 に方 向付 けられ るよ うにな って

きた。本来的な意味 でい う株主 と経 営者(取 締役)

の利害調整 の手段 とい う観点 か らす れば、 「異質

な機 関 による相 互牽制」 と 「正確 な経営情報 の開

示」 であ り、 その一 つが株主 に代 わ って経 営執行

者 を監視 ・監督 す る強力 な役職 を設 け ることであ

り、 さらに、監視 ・監督機能 と経営執行機能 を完

全 に分離 す ることであ る。

実 際 に、会社法上 では コーポ レー ト・ガバナ ン

スな る用語 は用 い られてお らず、 それが用 い られ

てい るのは、金 融商 品取 引法下 での有価証券報告

書 お よび東京証券取 引所 による 「コーポ レー ト・

ガバナ ンスに関す る報告書」 においてであ る。

会 社法 において、 「コー ポ レー ト・ガバ ナ ンス

の状況」 を記載 す るにあた り、 「会社 の機 関内容」

等 のほか、「内部統制 システムの整備 の状況」、「リ

ス クの管理 態勢 の整備状況」 を含み、金融 商品取

引法で は、 「会社 の機関 内容」、 「内部 統制 の整備

状況」、「内部監査部 門および監査 役(監 査役会)」、

「会計監査人 の連携状況」等の事項が掲げ られ る(8)。

二 内部統制 システム

今 日では、企業不祥事が多発 した ことか ら、コー

ポ レー ト・ガバナ ンスを上 位概 念 と して、危機管

理(リ スクマネ ジメ ン ト)、 遵法経 営(コ ンプ ラ

イア ンス)、 内部統制(イ ンターナル ・コ ン トロー

ル)な どの概念 が主 張 されてい る。

内部統制 システム とは、健全 かつ効率 的に企業

経 営を行 うため に必要 な組織上 の コン トロールや

チエ ック体 制をい う。 内部統制 システムは、会社

法 お よび金 融商 品取 引法 で定 め られてい る(9)。

(1)会 社法上での内部統制

会社法上 は、判例(た とえば、大和銀行株主

代表訴訟事件;大 阪地判平成12年9月20日 判例

時報1721号2頁)や 多 くの企業不祥事の発生を

省みて、平成18年5月 施行法でこれを定め、一

定の会社(大 会社および委員会設置会社)に 対

してその整備を義務づけている(会 社法348条

3項4号 ・362条4項6号 ・5号 ・416条1項1

号 ホ)。 会社法上の内部統制 システムは、取締

役の職務執行 にかかる情報の保存や管理、損失

の危険の管理、取締役の職務執行が効率的に行

われることの確保、使用人の職務執行が適法に

行われることの確保(い わゆるコンプライアン

ス)等 事業全般にわたるリスク管理体制を示す

広い概念である(会 社法施行規則98条1項 、100

8



条1項 、122条2項)。

会社法における内部統制は、 「取締役の職務

執行が法令および定款に適合すること」等、対

象範囲を業務全般に広 く設定 し、内部統制の体

制整備の決定は取締役会の責任である。 また、

検証は監査役の責任であ り、人会社 においては

監査役等が会計監査人の実施 した監査の方法 と

結果の相当性 も評価する。

(2)金 融商品取引法上の内部統制

金融商品取引法では、対象 は、「財務報告 に

係 る内部統制」であ り、責任主体は代表取締役

や代表執行役等の企業の最高責任者である。財

務報告に係 る内部統制の検証は、独立 した会計

監査人によって実施 される。結局、内部統制の

整備 ・運用 に係 る基本方針を決定することは取

締役会の責務であるが、財務報告に係 る内部統

制の整備および運用を含めた開示書類の信頼性

に対する責任は代表取締役等の最高経営責任者

が負う。内部統制の全般的な検証は、監査役等

が会計監査人 と連携 しつつ実施 し、財務報告 に

係 る内部統制の評価の検証は会計監査人が実施

する⑩。

(3)取 締役会を設置 していない中小会社にお

ける内部統制

以上の説明は、大会社および委員会設置会社

における内部統制 システムについての概要であ

るが、本稿の目的は、中小会社 における内部統

制を議論することにあるので、以下においては、

取締役会を設置 していない中小会社の場合につ

いてみてみよう。

取締役会非設置会社では、取締役が決定する

「内部統制 システムの基本方針」に関する事項

として、次のものが揚げられる(内 部統制省令

4)。

① 取締役が二人以上の場合において、適

正に業務が行われることを確保するため
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の体制

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存 ・

管理 に関する体制。

③ 損失の危険の管理 に関する規定その他

の体制

④ 取締役の職務執行が効率的に行われる

ことを確保するための体制

⑤ 使用人の職務執行が法令 ・定款に適合

することを確保するための体制

⑥ 企業集団における業務の適正を確保す

るための体制

⑦ 監査役がその職務を補助する使用人を

置 くことを求めた場合 における使用人に

ついて関する事項(監 査役設置会社の場

合。監査役を設置 していない会社の場合

は 「取締役が株主に報告すべき事項の報

告をするための体制」が必要である。)。

⑧ 前記⑦の使用人の取締役からの独立に

関する事項(監 査役設置会社の場合。⑦

に同 じ。)。

⑨ 取締役 ・使用人が監査役 に報告するた

めの体制その他の監査役への報告に関す

る体制(監 査役設置会社の場合。⑦ に同

じ。)。

⑩ その他の監査役の監査が実務的に行わ

れることを確保するための体制(監 査役

設置会社の場合。⑦ に同 じ。)。

このように、取締役会が設置されていない会

社 にあっては、取締役会 という経営の統一・的な

意思決定機関が存在 しない。そのために、複数

の取締役が個別に意思決定を行 う余地があるこ

とから、とくに、①の体制の整備が求められる。

人会社におよび委員会設置会社 には、内部統

制 システムの整備が義務化 されている。 このよ

うなシステムは、 これらの会社だけでな く、中

小会社 においても、将来の企業の拡大発展を希

求するならば、その整備は必須である。

ただ、会社法が求めている内部統制 システム
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の内容については、会社法施行規則で言及 され

ているが、それは大 して詳細なものではない。

また、金融商品取引法で定める罰則 もない。通

例、この基本方針については、事業報告書によっ

て株主に開示 されることになっている。当然、

次期株主総会でその内容に関 し、株主から質問

されることが予想 される。その際、企業は適切

な説明責任を果た し、経営 トップは自社の内部

統制について自らの言葉でステークホルダーに

説明 しなければならない。万が一に、重大な企

業不祥事や事故等が発生 したときは、当該企業

において真 に実効性のある内部統制 システムが

構築 されていたのか、経営 トップの善管注意義

務違反が問われることを当事者は忘れてはなら

ない。

そこで、 自己の内部統制 システムの現状を認

識 し、 自己の課題を抽出 してお く必要がある。

結局、経営 トップとしては、罰則の有無 に拘わ

らず、会社法にも、金融商品取引法 にも対応 し

た内部統制 システムを構築 しておかなければな

らない。そのために自社 に求められる内部統制

システムとは何であるか、それを構築するにあ

た り、 自社 ににおいて何が欠けているか、常に

考えながら全体像を立てなければならない。

(4)中 小会社における内部統制

中小会社 において、大会社や公開会社 におけ

るのと同様の内部統制 システムに対応すること

は会社にとって大きな負担となる。 しか し、内

部統制は、会社の大小 ・公開非公開を問わず、

いかなる会社においてもすでに置かれているも

のである。中小会社でも、資本市場から事業資

金を調達 しようとするならば、資本市場 または

一般 投資者 に対 して
、信頼のおける財務報告を

提供する義務がある。

そこで、事業規模が小規模で、比較的簡素な

組織構造を有する企業にあっては、要員の不足

等により、担当者間に相互牽制をはたらかせる

ための適切な職務分掌の整備が難 しい場合が想

定 される。そのような場合 には、たとえば、経

営者や他の部署の者が適切 にモニタリングを実

施すること等により、リスクを軽減することや、

モニタリングの作業の一部を社外の専門家を利

用 して実施することなど、各企業の特性に応 じ

て適切な代替的な内部統制により対応すること

が考えられるqD。

V会 計 参 与

一 会計参与の意義

会計参与制度 とは、株式会社が任意に定款 また

は株主総会において設置することができる会社の

機関であ り、登記されることにより外部 に対 して

明 らかにされるものである(会 社法326条2項 、

379条2項 、911条3項16号)。

公認会計士(監 査法人を含む。)お よび税理士

(税理士法人を含む。)の みが会計参与になること

ができる(会 社法333条1項 ・3項)⑰。

取締役等 と共同 して計算書類を作成 し、株主総

会において当該計算書類 に係 る説明を行い(会 社

法374条1項)(③ 、会社 とは別個に会計参与の事務

所に当該計算書類を備え置き、株主および会社債

権者に対 し閲覧に供することができる(会 社法378

条)と されるものである。

このように して、会計参与を設置した株式会社

においては、株主総会に提出された計算書類は、

会計参与報告を会計参与 自信が独自に作成 し(会

社法374条)、 株主および会社債権者の閲覧に供す

ることにより、共同作成 した事実を明らかに し、

かつ、株主および会社債権者 に対 して計算書類の

適格性を証明 し、 さらに、その後に会計参与が当

該計算書類を会社とは別個に備え置き、公開 して

事後の改ざん等を防ぎ、透明性が確保される⑭。

二 計算書類の透明性 と自己責任

会計参与制度の目的は、中小会社 における計算

書類の透明性 と自己責任性をはかるところにある。
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日本の会社の99%以 上を占める中小会社、とくに、

株主の有限責任を基礎 とする中小の株式会社の計

算書類は透明性 と自己責任性を有 していない。た

とえば、税務署に提出する計算書類 と金融機関に

提出する計算書類が異なっているという事実、計

算書類を公開 しない会社が多数に及んでいるとい

う事実、公開した計算書類 に対 し何 らの責任を負

わないという事実が存在するということを思い浮

かべてみれば納得の行 くことである⑮。

三 最低資本金制度 と会計参与

会社法上、最低資本金制度が廃止 された。最低

資本金制度の意義は、会社債権者の利益を保護す

る機能にあった。株式会社では、出資者である株

主はその出資だけの有限責任を負い、取締役等の

役員 も、原則、個人責任を負わず、会社債権者 に

とっては、会社財産のみがその債権を担保するに

すぎない。 しか し、倒産するような会社にあって

は、会社財産はほとんどな く、当該会社の債権者

の有する債権はほとんど回収 されない。株式会社

が倒産 した場合、債権者は取締役等の役員の責任

を追及するにも、費用 と時間を費やすことになる。

少な くとも、最低資本金制度の意義は会社の経済

的な財産基盤を堅固なものにすることにあった。

現実 には、 この最低資本金制度は、会社財産の

確保による債権者保護 という効用はあるものの、

あ くまで会社設立時のみであり(こ の条件をクリ

アーすることにより、会社債権者の保護に対応 し

ようとする。)、取引の安全性に係 る永続性はない

といえよう⑯。

そこで、会計参与制度は、的確 にその機能を発

揮すれば、中小会社の計算の透明化 ・自己責任化

により、取引の安全に寄与 し、かつ、永続性をは

かることができる。つまり、取引の安全の基礎 に

は、会社の計算の透明性 と自己責任性が必須であ

る(1%

四 監査役 と会計参与

大会社以外の公開会社でない取締役会設置会社

(委員会設置会社を除 く。)で は、会計参与を設置

すれば、ある一定の会社では、監査役機能のうち、

業務監査については、取締役会や株主に、そ して、

会計監査については会計参与に委ねることにより、

監査役を設置する必要はな くなる。

監査役の権限を会計に限定する場合に、 この会

計を監査するにつき、監査役は会計 に関 しての知

識 ・能力を問われないのであるから、専門性の無

い監査役の監査を受けるよりも、会計参与の方が、

計算の適性確保 に有効であるq8)。

五 会計参与のメ リッ トとデメ リッ ト

(1)メ リッ ト⑲

① 取締役等の職務の軽減

会計制度が複雑化する現状 において、会計

に関 して専門家である会計参与が会社の計算

書類等の作成に関与することにより、取締役

等は計算書類等の作成や株主 に対する説明の

労務が軽減 され、会社経営と意思決定に専念

することができる。

② 資金調達の容易化

計算書類の正確性が担保されることにより、

金融機関の優遇金利の適用および融資枠の拡

大が期待でき⑳、 また、 中小会社でも私募債

の募集が可能となる⑳等の債権者あるいは投

資家からの資金調達が容易になる。

③ 計算書類等の透明性 ・信頼性の向上

会計の専門家である会計参与が会社の計算

書類の作成および開示に関与することで、中

小会社の計算書類等の正確性 ・透明性および

信頼性を向上 させることができる。

(2)デ メ リッ ト

まず、会計参与という専門家を設置する以上、

相当の費用(コ ス ト)が 必要である。中小会社

で費用対効果を考慮 した場合 に、会社は積極的
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に設置するか疑問である。つぎに、会計参与は

会社の業務執行機関であるから、他の機関とど

のように会社業務を遂行 してい くのか、会社組

織上問題が生 じるおそれがある。 さらに、会計

参与 に就任する者は、他の会社役員 と同様の責

任を負わなければならない。つま り、人 きな リ

スクを背負って、業務執行機関として会社運営

に参画するかということである⑳。

六 コーポレー ト・ガバナンス トと会計参与

コーポレー ト・ガバナンス トのための伝統的な

方策は、「異質な機関による相互牽制」 と 「正確

な経営情報の開示」であ り、その一つが株主に代

わって経営者 ・執行者を監視 ・監督する強力な役

職を設 けることであ り、 さらには監視 ・監督機能

と経営執行機能 とを完全に分離することである㈱。

会社法では、会社の機関設置につき、人会社 ・中

小会社の区分および公開会社 ・非公開会社の区分

に従 って、それぞれの多 くの選択肢の中から自社

に適 した機関設定をすることが認められている。

異質な会社機関による相互牽制と並んで、重要な

方策が、株主やステークホルダーに対する説明責

任の履行であり、その中心が適正な会計制度に裏

づけられた経営情報の開示である。公開会社や人

会社 と異なり、中小会社や非公開会社にあっては、

適切な会計制度に裏づけられた正確な経営情報を

発信する有効な手段 として会計参与の設置が望 ま

れる。

VIむ すびにかえて

従 来、 コーポ レー ト・ガバナ ンスあ るいは内部

統制 システム等 の議論 は、大会社 または公開会社

を中心 に行 われて きた。議論 は これ らの会社 を対

象 とす るだけでな く、 中小会社 において も議論 の

意義 があ る。 中小会社 で、健全 かつ優 良企業 とい

われ る会社 がなぜ崩壊 してい くのであ ろうか。企

業 は、 日々発展 してい く生 きものであ る。発 展過

程 においては、 予期 しない不 祥事等 が起 こる。 そ

れが企業 であ る。 カ リスマ性 のあ る経 営者 が万事

を こな してい くには限界があ る。経 営能力者 であ

れば、 随時、業務執行 にお けるシステムを メンテ

ナ ンスす ることがで きるはずであ る。何 が欠 けて

い るかを問 うべ きであ る。 それぞれの企業 におい

て、 それぞれの メンテナ ンスが必要 であ る。 これ

を経 営者 は意識 すべ きであ る。不祥事等 は想定 外

と捉えず、必然 と考 え るべ きであ る。 それに対応

した システムの構築 が求め られ る。 その ような シ

ステムを構築 してお けば、仮 に、不 祥事等 が発 覚

した と して も十 分に対応 す ることができ るはずで

あ る。 コーポ レー ト・ガバナ ンスの議論 は企業価

値 の最人化 を 目指す ものであ るが、 今 日では、企

業 の不祥事 の多発を機 に、 コンプライア ンスない

し内部統制 システムへ と方向転換 してい った。コー

ポ レー ト・ガバナ ンスは ひと り、大 会社 ・公開会

社 だ けを対 象 とす るものではな く、 中小会社 にお

いて も同 じく論 じられ るべ きであ る。 「は じめ に」

において、本稿 の 目的の問題提起 として例示 した

中小会社 での事件 をみ ると、 その業 界で優 等性 の

あ る企業 といわれた会社 で も消滅 してい くことに

もな る。 中小会 社の経 営(者)の 限界が予想 され

よう。企業 は拡大発展 してい く。 その過程 で、将

来 指向のため に、 コーポ レー ト・ガバナ ンスあ る

いは内部統 制 システムの構築 は不可 避であ る。 た

しか に、費 用対効 果を考慮 すれば、大会社 や公 開

会社 での システムの構築 は中小 会社 では弊害 であ

る。

しか し、企業経営の短期的 ・長期的な視点か ら、

企業 内法務 の充 実は必 須であ る。 すでに、 どの よ

うな規模の会社 にあって も、いかな る形態で あれ、

内部統 制は存在 してい る。 内部統制 の考 え方 や評

価 は、 それぞれの会社 において、 その制度 の意義

を損 な うことな く、効率 的に行われ るべ きで ある。

た とえば、 ほとん どの会社 は、 税務 処理 を税理士

に依頼 してい るはずであ る。 まず初 めに、税理士

を用 いた会 計参与 の導入 を検討 した らよいであ ろ

う。異質 な機 関 によ る相互牽制 あ るいは外部者 に
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よる経営参加 という観点から評価 されよう。会社

経営に参加 しようとする税理士はそれに相応 した

能力を有 していなければならず、 自ら知識の習得

に励むであろう。他方、会計参与を設置 しようと

する会社にあっては、当該設置につき必要な体制

を確立 しなければな らない。 いずれにせ よ、 会計

参与に就任する税理士およびその受け入れ側の会

社 にとっても何 らかのメリッ トがあるはずである⑳。

(注)

(1)以 下、Lutter,HaftungundHaftungsfreiraume

desGmbH-GeschaftsfUhrers10GeboteandenGe-

schaftsfUhrer,GmbHR2000,s・301に よ る。Lutter

は この論文 の初 め の部分 で次 の よ うに述 べて い る。

誰 もが潜 在 的 に会 社 の債権 者 にな りうる。 しか し、

この潜 在 的債権 者 は会社 の 内部 にお いて確 立 され る。

とい うの は、 つ ぎの理 由 によ る。

まず第一 に、 無能 で怠 慢 な、責 任 を負 お う とも しな

い取締 役 がい る場合 で、 それ を放置 し、責 任 を追及 し

よ う と しな い株 主(社 員)が い ると き、会 社 は外部 者

(債権 者)か ら損 害賠 償 を訴 求 され る。 第 二 に、 多 数

派 株主(社 員)に よ って選任 された取 締役 また は何 ら

かの理 由か ら保 護 されて い る取 締役 を解 任 しよ う と し

な い少 数株 主(社 員)が い る場 合 に、債権 者 か ら責 任

を追及 され る。 第三 に、会 社 が倒産 し、破 産管 財人 が

選 任 され た場合 、彼 は破 産財 団 のた め に財 産 を探 し、

これ を確保 す べ き重 大 な任務 を負 って いる。 この 関係

で、倒 産 した会 社 の取締 役 は責任 を追 及 され る。

取締 役 お よび会社 が 外部者(債 権者)か ら責 任 を追

及 され る以 前 に、 まず は、取 締役 が会 社 内部 での業 務

執 行 にあ た りどの よ うな義 務 を負 うか を明確 にす る必

要 が あ る。内部 関係 にお け る責任 を 明確 にす るす る こ

とによ り、そ れが外 部 に波及 す る こ とを可 能 な限 り阻

止 で き るか らで ある。

なお、公 開会 社、 大会社 の取締 役 に関 して、Steven

R・Barth「 取締 役 の法 的責 任 リス クを最 小化 す るた

めの17の ステ ップ」 監査 役No.S13(日 本 監査 役協 会)

(2006年)110頁 以下 を参 照 され た い。

(2)ア メ リ カ 法 に お け る 経 営 判 断 の 原 則(Business

JudgmentRule)の 判例 上認 め られ る要件 と して、①

経 営判 断 の事項 につ いて取 締役 が利 害関 係 を有 して い

ない こ と、②経 営判 断事項 につ いて、当該事項 の下 で、

適 切 であ る と合 理 的に取締 役 が信 じる範 囲 で十 分 に情

報 を得 て い る こと、③ 当該経 営判 断 は会社 の利 益 にな

る と取 締役 が理 性 的 に信 じた こ と、④ 法令 違反 の経 営

判 断 は保護 されな い とい う ことの4つ が あ げ られ る。

ちな みに、アメ リカ法 律協会(ALI)が 発表 した 「コー

ポ レー ト・ガ バ ナ ンスに関 す る原 理」(4.01(9)・(e))に

お いて も同様 の要件 が示 されて い る。

日本 法 に おいて も経営 判 断 の要 件 と してつ ぎの もの

が あげ られ る。

① 十分 な情 報 を集 めた上 で の経営 判 断で あ る こと

② 合理 的 な根拠 の あ る経 営判 断 で ある こ と

③ 法令 に反 す る経営 判 断 は保 護 され な い こと

④ 原作 と して、 不作 為 は保護 されな い こ と

(3)八 代 英 輝 ・米 国 ビジネ ス法実 務(中 央 経済 社)(2003

年)120頁 、 片 岡大 輔 「取 締役 の負 う経 営判 断 に伴 う

法 的責 任」 立命 館法 政論 集第1号(2003年)236頁 。

(4)最 近 の判例 で も、経 営判 断 の 内容 に踏 み込 ん で善管 注

意 義務 ・忠 実義 務違 反 を認 めて い る(長 島 ・大 野 ・常

松 法律 事務 所編 ・ア ドバ ンス新会 社法(第3版))(商

事 法務)(2010年)387頁 、東 京地 判平 成22年6月30日

判 決 判例 時報2097号144頁 。

(5)要 約 す る と、まず取締 役 は、当該 判 断を す るため には、

当時 の状況 に照 ら して合理 的 だ と思 わ れ る程度 に情 報

収集 ・検査 ・検討等 を したか どうか(経 営判 断の過程)、

つ ぎに、取 締役 と して の通常 の能 力 ・見識 を有 す る も

のの立場 か らみて、当該 判断 が当時 の状況 に照 らして、

明 らか に合 理 的で な いか(経 営判 断 の内容)で あ り、

取 締役 が業 務 の意思 決定 を行 った過程 、決定 した理 由

等 そ の決 定 を した時 点 にお い て、 その 判 断 の前 提 と

な った事実 の認 識 に重要 か つ不 注意 な誤 りが な く、 そ

の意思 決定 の 内容が 企業経 営者 と して不 合理 ・不適 切

な もの とは いえな い場合 には、仮 に、結 果 と して会 社

に損害 を もた ら した と して も、 それ は、取 締役 に認 め

られ た裁量 の範 囲 内 にあ る もの で あ って、 その よ うに

判 断 され た場合 には、取 締役 に善 管注 意義 務違 反 とな

るべ き任務 解怠 はな い。

(6)渡 邊顕 ・取 締役 の善 管 注意義 務 の はな し(商 事 法務)

(2008年)178頁 。

(7)日 本 にお いて は、 コーポ レー ト・ガ バ ナ ンスは、不 祥

事 の未 然 防止 とい うコンプ ライ ア ンス の観点 と企 業 の

収 益性 ・競 争力 の 向上 とい う経 済 的な観 点 の2つ の側

面 か ら議論 されて きた。 そ して、 この2つ は相 入 れ な

い もので はな い(井 窪保 彦 ・佐長 功 ・田 口和幸 編著 実

務 企 業統治 ・コンプ ライ ア ンス講 義(民 事 法研 究会))

(2005年)14頁 以下 。

(8)諸 石 ・危 機管 理 役 員手 控 帖(日 本監 査 役協 会)(2008

年)21頁 以 下。

(9)会 社法 の 内部統 制 と金融 商 品取 引法 の 内部 統制 の 関係

につ いて、第一 に、両 者 のカバ ーす る範 囲 は異 な るが、

経 営者 と して は両者 を相互 に関連す る もの と して一 体

と して捉 え る ことが望 ま しい。第二 に、経 営者 と して

は両者 の意 味 を十分 に理 解 す る必 要 が ある。会 社法 が

要 請 す る内部統 制 システ ムは、会 社 の 目的 を達 成 す る

た めに必要 な すべ ての要 素 を含 み、会 社 組織 を適正 に

運 営 す るた めの基本 的事 項 を定 め る。他 方、金 融商 品

取 引法 の財 務報 告 に係 る 内部 統制 は、 あ くまで、 財務

報 告 の適正 性 を確 保 す るため に必要 な統 制 を求 め るも
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ので あ る(経 済 産業 省企 業行 動課 編 ・コー ポ レー ト ・

ガバナ ンスと内部統制 一信頼 される経営 のために一(2007

年)82頁 以 下。

⑩ 金融商 品取 引法 の 内部 統制 につ いて簡 単 に説 明 しよ う。

金融 商 品取 引法 で は、 上場 会社 お よ び店 頭登 録会 員

に対 し、

① 有価 証券 報告 書 の記載 内容 が適 正 で ある こ とを

経 営者 が確 認 した 旨の確 認書(経 営者 確認 書 の提

出)(同 法24条 の4の2第1項)、

② 事業 年度 ご とに財 務計 算 に関す る書 類 その他 の

情 報 の適性 を確保 す る ための体 制 を評価 した報 告

書 の提 出(内 部 統 制報 告 書)(同 法24条 の4の4

第1項)、

③ この内部 統制 報告 書 に対 し、公 認会 計士(ま た

は、監査 法 人)の 監査 報告 書 を受 け るこ と(同 法

193条 の2第2項)が 義務 づ け られ てい る。

この よ うな規制 の背景 には、西 武鉄 道 に よる有価 証

券 報告 書 の 「大株 主状 況」 にお け る虚 偽記 載 や カネ ボ

ウの粉 飾決 裁、 ライ ブ ドア事 件 な どを追 い風 にデ ィス

クロー ジ ャー に対す る信 頼 を揺 るがす よ うな事 件 が相

次 いだ こ とが あ る。 つ ま り、証券 市場 に対 す る信頼 を

維 持 し、健 全 な経済 活動 を確 保 す るため の基盤 を構 築

す る とい う社会 的要 請 が基盤 とな って いる。

上述 の ことか ら、 会社 法 と金融 商 品取 引法 の内部 統

制 シス テムの 関係 を見 ると、会社 法 の内部 統制 は取 締

役 の法 的責 任 の観 点か ら規律 されて い るの に対 して、

金 融商 品取 引法 の 内部 統制 はデ ィス クロー ジ ャー を充

実 させて投 資家 保護 を図 る とい う観 点か ら規律 されて

い る。 ことに、両者 の 関係 が実 際上 問題 とな って くる

の は、 内部統 制 報告書 にお いて、経 営者 が 「重 大 な欠

陥」があ る と評 価 せ ざる を得 な か った場合 の取 締役 の

責 任 につい てで あ る。この場合、金融商 品取 引法 では、

内部統 制報 告書 の記 載 に虚偽 や欠 如 がな けれ ば よ く、

財 務報 告 に係 る内部 統制 に重 大 な欠 陥が あ る こと と、

欠 陥 の 内容 な どの記 載 がな され て いれ ば、罰則 や損 害

賠 償 の対 象 にな らない。 しか し、会社法 との関係 では、

その よ うな重要 な欠 陥 の ある 内部 統制 システ ムで は、

会 社法 の要 求す る レベル に達 して いな い と評価 され る

おそ れが あ り、取締 役 の職務 執行 に善 管注 意義 務違 反

がなか ったか が問題 となる(渡 邊 ・前掲 書160頁 以下)。

qD町 田祥 弘 ・内部 統 制 の知 識(第2版)(日 本 経済 新 聞

社)(2008年)250頁 以下 。

⑫ 株 式会 社 の現在 の顧 問税 理士 が その ま ま会 計参 与 にな

る こ とが で きる。税務 に関す る顧 問契約 は、委 任契 約

で あ り、 この契 約 に よ り会計 参与 の独 立性 が害 されな

いか らで あ る。 相 澤 ・葉玉 ・郡 谷 論 点解 説 新 会社 法

千 問 の道標(商 事法 務)(2006年)377頁 。

⑱ 計 算書 類 を作成 す るにあ た り、会 計参 与 が取締 役 と共

同 して作成 す るの だが、 意 見が一 致 しな い場合 には、

法 律上 、計算 書類 が作 成 す る ことがで きな いの で、そ

の解決 策 として考 え られ るの はつ ぎの よ うな ことで あ

る。

① 会計 参与 が辞 任 す る こと、

② 会計 参与 が辞 任 しな いで、 意見 が一 致 しな い事

項 等 につ いて株主総 会 において意見 を述べ る こと、

お よび

③ 会計 参与 を設 置 す る旨の定 款 の定 め を廃 止 す る

こと

な どで あ る(相 澤 ・葉玉 ・郡 谷 前掲 書387頁 、 滝 川 ・

リー デ ィ ング会 社法(第2版)(民 事 法 研究 会)(2010

年)421頁 、 葉 玉 ・新会 社 法100問(第2版)(商 事 法

務)(2010年)451頁)。

ω 税 理士法 人 右 山事 務所編 ・会 計参与 制度 と実務 のポ イ

ン ト(新 日本法 規)(2006年)2頁 。

⑮ 税 理士 法人 右 山事 務所 編 ・前掲 書1頁 以 下。

⑯ 稲 葉 威 雄 ・会 社 法 の基 本 を 問 う(中 央 経済 社)(2006

年)108頁 以下 、同 ・会社法 の解明(中 央経済社)(2010

年)239頁 以下。

⑰ 税 理士 法人 右 山事 務所 編 ・前掲 書3頁 。

⑱ 稲 葉 ・会社 法 の解 明(中 央経 済社)(2010年)206頁 。

⑲ 税 理士 法人 右 山事 務所 編 ・前掲 書129頁 、 滝川 ・前 掲

書417頁 。

⑦① 埼 玉 りそな銀行 の会 計参 与導 入 ロー ンで は、会 計参 与

設 置会社 につ き金利 を優遇 し、ま た、全 国保証 協会 は、

会 計 参 与設 置 会社 に対 して は、0.1%の 保 証 料軽 減 を

行 って い る(弥 永 真 生 ・会 社 法 の実 践 トピ ック ス24

(日本 評論 社)(2009年)196頁 以 下)。

⑳ 今 日、株 式会 社、合 同会 社 お よび特例 有 限会社 いずれ

にお いて も、社債 を発 行 して、外 部 か らの資金 調達 が

可 能 であ る。そ して、私募 債 を発 行す ることがで き る。

私 募 債 とは、 募集 社 債 の 申込 み の勧 誘 が、 ① 小 人 数

(金融 商 品取 引法2条3項1号 ・2号 ハ)、 ②適 格機 関

投 資 家(同 法2条3項2号 イ)、 ま た は、 特 定 投資 家

(同法2条31項)に 対 して の みな され る行 われ る場 合

で あ って、通 例、 同法 に よ って要 求 され る発行 開示 は

要 求 され て いな い。 この際、投 資家 は、社 債 を引 き受

け るに あた り、会 社 の財産 状況 を確 認 す るに は、透 明

性 と信 頼性 の あ る計 算書 類 を求 め るはず で ある(江 頭

憲 治郎 ・株 式会 社法(第3版)(有 斐 閣)(2009年)664

頁)。

⑳ 平 成18年4月25日 付 の 日本 公認 会計 士協 会 お よび 日本

税 理士 協会 連合 会 に よる 「会計 参与 の行 動 指針」 の 中

で、会計 参与 に就 任 しよ うとす る者 は、就 任 を承諾 す

る に際 し留 意 すべ き事 由 と して、 い くつ か をあ げて い

る。 た とえ ば、税務 顧 問や会 計指 導等 の業 務上 の 関係

を有 す る会 社 か らの要請 に よ り会計 参与 に就 任 しよ う

とす る者 で あ って も、就任 を 承諾 す るに先立 って、会

計 参与 の職 務 ・権 限 ・責 任 お よび、取 締役 の役 割 につ

いて会 社 が十分 理解 して い るか を確 かめ、 さ らに、必

要 が あれ ば、追加 的 に会社 の状 況等 を把 握 し、就任 可

能 で あ るか否 か につ いて判 断す る。

税務 顧 問や会 計 指導等 の業 務上 の 関係 を有 しな い会
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社 か らの要 請 によ り会計参与 に就任 しよ うとす る者 は、

就 任 を承 諾す るに先 立 って、会 社の概 要、事 業 の状 況、

会社 の組織体制等 を追加 的 に把握 し、会計参与 の職務 ・

権 限 ・責任 お よ び、取締 役 の役 割 に関 して会社 が十 分

理 解 して い るかを確 か め、就 任可 能 で あるか否 か につ

いて判 断す る。

会計 参与 に就任 しよ うとす る者 は、 最終 的 に 自己責

任 の もとで行動 しなけれ ばな らな い ことは言 うまで も

な い。

しか しなが ら、会 社 が会計 参与 を設 置 しよ うとすれ

ば、会 社 自体 が会計 参与 を受 け入 れ る体制 を き ちん と

整 備 しな けれ ばな らな い はずで あ る。受 け入 れ る側 も

体 制 の整備 を はか る こ とによ り、 内部 統制 システ ムを

構 築 す る ことに もな り、将来 にお いて事業 資金 の導 入

浦 川:中 小 会 社 に お け る コー ポ レー ト ・ガ バ ナ ンス

胸

⑳

のた め の行 動 指針 を明確 化 す る ことがで き る。

諸 石 ・前掲 書22頁 以 下。

昨年、東 日本 大震 災 が発生 した。大会 社 ・公 開会社 等

で正規 に構 築 した 内部 統制 システ ム も一 瞬 の うちに崩

壊 した よ うに思 え た。 しか し、全 て が崩壊 した後 に、

あ る一 定 の企業 は動 き出 した。 これ は、 内部統 制 シス

テ ムの構築 ・運 用 の効 果 と も考 え られ よ う。

いか な る企業 にお いて も、 今 回の よ うな大震 災 で企

業 活動 が被 害 を被 る。 そ こで、 経営 者 は、起 こ りうる

状 況 を認識 して内部 統制 システ ムの構築 に配慮 す べ き

で あ る(上 谷 佳 宏 「内部 統 制 ・BCP・CSRの 観 点 か

らみ た震災 対応 」NBLNo.950(商 事 法 務)(2011年4

月1日)6頁 以 下)。


